
　

架
け
換
え
を
進
め
て
い
る
新
し
い
「
江
別
駅
跨こ
せ
ん
じ
ん

線
人

道ど
う
き
ょ
う
橋
」
が
10
月
末
に
完
成
し
ま
す
。

　

完
成
後
は
既
存
橋
を
撤
去
し
、
平
成
27
年
度
に
駐
輪

場
の
整
備
を
予
定
し
て
い
ま
す
。
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江
別
駅
跨
線
人
道
橋
が
完
成
し
ま
す
！

 

・
橋
長
53
・
３
㍍

 

・
通
路
部
は
幅
３
㍍
、
階
段
部
は
幅
２
㍍

 

・
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
２
基
（
南
北
各
１
基
）

《
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
》

・
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
設
置
﹇
18
人
乗
り
﹈（
車
い
す
、

自
転
車
可
）

・
通
路
全
て
に
手
摺
り
を
設
置

・
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
出
入
口
に
盲
導
鈴
を
設
置

《
ガ
ラ
ス
張
り
》

・
側
面
に
多
く
ガ
ラ
ス
を
設
置
す
る
こ
と
で
、

通
路
内
が
明
る
く
、
防
犯
対
策
と
し
て
も
有
効

《
防
犯
設
備
》

・
防
犯
カ
メ
ラ 

６
台

・
防
犯
ブ
ザ
ー
６
箇
所
（
警
備
会
社
や
外
部
へ

通
報
） 

《
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
》

・
内
部
の
照
明
は
全
て
Ｌ
Ｅ
Ｄ
を
採
用

《
冬
季
吹
込
み
対
策
》

・
階
段
の
一
部
に
ロ
ー
ド
ヒ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
設

置 特
徴

構
造

【通路内イメージ】

【跨線人道橋イメージ】

【供用開始時イメージ】

EV

EV



申請先 ： 江別市役所 臨時福祉給付金等事務室 ☎ 381-1092
対象：平成 26 年 1月 1日時点で江別市に住民票 ( 住民登録 ) がある方が江別市での受付対象です。
提出方法 ： 郵送。申請期間 ： ～ 平成 26 年 12 月 31 日（当日消印有効）。支給方法 ： 口座振り込み。

　

毎
週
火
曜
日
と
木
曜
日
に

「
ほ
っ
と
ワ
ー
ル
ド
の
っ
ぽ
」（
野

幌
町
55
‐
５
）
に
て
開
設
し
て
い

た
現
地
相
談
窓
口
は
、
８
丁
目
通

の
拡
幅
工
事
に
伴
う
建
物
の
取
壊

し
の
た
め
、
９
月
30
日
で
受
付
業

務
を
休
止
し
ま
し
た
。

　

受
付
業
務
の
再
開
に
つ
い
て

は
、
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
や
入
居
可

能
な
テ
ナ
ン
ト
物
件
の
完
成
な
ど

を
踏
ま
え
て
検
討
中
で
す
。

　

江
別
の
顔
づ
く
り
事
業
に
関
す

る
ご
相
談
は
、
都
心
整
備
課
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 

都
心
整
備
課
☎
381
‐

１
０
８
２

現
地
相
談
窓
口
の
受
付
業
務

を
休
止
し
ま
す

　野幌駅北口駅前広場の緑を
一緒に作りませんか

　

野
幌
駅
北
口
駅
前
広
場
は
東
西

南
北
に
延
び
る
グ
リ
ー
ン
モ
ー
ル

の
交
差
点
と
な
る
こ
と
か
ら
、
地

域
に
自
生
す
る
樹
木
を
基
本
と
し

た
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
あ
る
緑
の
空
間

と
な
る
よ
う
整
備
を
進
め
て
い
ま

す
。

　

歩
道
に
は
野
幌
原
始
林
を
代
表

す
る
樹
木
「
ハ
ル
ニ
レ
」
を
主
に

植
栽
す
る
ほ
か
、
鉄
道
林
を
イ

メ
ー
ジ
し
た
針
葉
樹
も
植
え
る
予

定
で
す
。

　

ま
た
、
北
口
広
場
の
シ
ン
ボ
ル

と
な
る
広
場
中
央
の
緑
地
帯
に
は

ボ
リ
ュ
ー
ム
の
あ
る
３
本
の
プ
ン

ゲ
ン
ス
ト
ウ
ヒ
を
植
栽
し
、
そ
の

周
辺
に
は
、
地
被
植
物
を
植
え
る

予
定
で
す
。

　

こ
の
広
場
中
央
の
緑
地
帯
で
市

民
参
加
に
よ
る
緑
化
（
地
被
植
物

の
植
栽
な
ど
）
を
実
施
し
ま
す
。

ご
家
族
や
友
人
と
参
加
し
て
み
ま

せ
ん
か
。

【
日
時
】
10
月
25
日
㈯
10
時
か
ら

11
時
頃
ま
で
。

【
会
場
】
野
幌
駅
北
口
駅
前
広
場
。

【
定
員
】
30
組
（
先
着
）。

【
参
加
費
】
無
料
。

【
申
込
方
法
】
10
月
10
日
㈮
ま
で

に
電
話
ま
た
はE-m

ail

で
申
込

み
。
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E-m
ail

＝toshin@
city.ebetsu.

lg.jp
昨年実施した東西グリーンモール植樹の様子

消費税率の引上げに際し、子
育て世帯への影響を緩和する
ための臨時的な給付金です。

消費税率の引上げに際し、所得
の低い方々への影響を緩和する
ための臨時的な給付金です。

※受け取ることができるのはどちらか１つ。（臨時福祉給付金が優先。）

※臨時福祉給付金の対象者は平成 26
年度の市民税が課税されていない方で
す。ただし、平成 26 年度の市民税が
課税されている方の扶養親族（配偶者
特別控除と専従者を含む）になってい
る場合や、平成 26 年 1 月 1 日時点で
生活保護を受けている場合などは対象
外です。また、子育て世帯臨時特例給
付金の対象者は、平成 26 年 1 月分の
児童手当（特例給付を含む）を受給し
ている方です。ただし、その児童手当
の対象である児童が臨時福祉給付金の
対象であったり、生活保護を受けてい
るご家庭の児童の場合などは対象外で
す。対象となるはずなのに申請書が届
かないという方はご連絡ください。

　支給対象となる可能性のある方には、江別市から申請関係書類をお送りし
ています。（公務員の「子育て世帯臨時特例給付金」の申請書は勤務先から
交付されていますので、市からはお送りしていません。）申請関係書類が送
られている方は、それに同封されている案内文書をご覧いただき、ご自身が
給付金の対象になると思われる場合は、郵送で申請してください。申請書が
届いていない場合でも、給付金の対象になると思われる場合は下記の番号に
お問い合わせください。（窓口は設けておりません。）
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